
 事業者各位 

見積書提出に当たっての注意事項 

・ 本件は、本見積りの提出を依頼するものです。

・ 詳細は添付の明細書、仕様書等をご確認ください。

・ 見積書のあて先は「京都市公営企業管理者 上下水道局長」とし

てください。

・ 見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載し

てください。

・ 見積書は、①押印のある原本（持参、又は郵送の場合は締切日必

着）、②ＦＡＸ、③電子メールで受け付けます。

  ②ＦＡＸ又は③電子メールで見積書を提出される場合、押印の

省略は可能ですが、（押印省略する見積書には、担当者名及び連絡

先を必ず記載してください。）当局において、見積書の真正性の確

認を行います。なお、押印のある見積書を②ＦＡＸ、又は③電子メ

ールで提出された場合でも真正性の確認を行います。
（真正性の確認方法例）

・ FAXの場合
  当局に届いた見積書に印字された FAX番号が、当局に登録のある FAX
番号と同じか。

・ 電子メールの場合

  送信元のメールアドレスが、見積書の提出業者が使用しているものと

同一であるか。

 ※ 詳しくは、「見積書等の押印を省略可能とする運用について」（令和

３年３月２４日付け通知を御覧ください。

※【通知掲載場所】：当局ホームページ ⇒ 上部の「事業者のみなさまへ」 

   ⇒ 「お知らせ」 ⇒ 「入札・契約制度の変更等について」に掲載され

ています。

・ 結果については、見積書提出締切後、内部決裁を経て契約相手方

を正式に決定した後、契約の相手方となる事業者にのみ連絡しま

すので、ご了承ください。


